
○　平成25年度（当初）予算(森林保険特別会計）

・歳入歳出予算の概要

9,113 1,562

保 険 料 2,480 1,110

前年度繰越資金受入 6,633 1,500

145

9,258 4,172

・一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

　該当なし

　該当なし

・借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等を必要とする理由

森 林 保 険 収 入

雑 収 入

事 務 取 扱 費

予 備 費

（注２）歳入及び歳出の差額は、複数年契約による次年度以降の期間に対応する保
　　　険料（未経過保険料）等で翌年度に繰り越されるものです。

（注１）計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがありま
　　　す。

Ⅱ　予算に関する情報

(単位：百万円）

合 計 合 計

歳入 歳出

森 林 保 険 費



○　平成25年度（暫定）予算(森林保険特別会計）

・歳入歳出予算の概要

　暫定予算の期間は、4月1日から5月20日までの50日間である。

321 219

保 険 料 253 103

前年度繰越資金受入 68

321 321

・一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

　該当なし

　該当なし

森 林 保 険 収 入

事 務 取 扱 費

(単位：百万円）

合 計 合 計

歳入 歳出

森 林 保 険 費

・借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等を必要とする理由
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